
 

 

外国人滞在施設経営事業手続きフローシート 

 

事業者 生活衛生課 消防署 

事前相談 

各種届出 

近隣住民説明 

申請受理 

事前指導 

受理・審査 

相互連絡 相互連絡 

事前指導 

意見照会 

【形式審査】 

 

様式規定、記載事項 

回答 受理 

書類審査 

施設検査 

事業者、名称所在地、構造設備、床面積、 

外国人旅客に必要な役務の提供、連絡先、 

ホームページアドレス等 

認定申請 

受理・検査 

決定 

認定書の交付 

台帳作成 警察署 

認定書の受領 

事業開始 

施設検査 

(連絡・連携) (連絡・連携) 

結果通知 

必要に応じ建築審査課・清掃

事業課・大田都税事務所へ案

内 

電話等で行う 

ホームページ 

公    表 (認定施設一覧) 

必要に応じ指導 

事前相談 

認定の通知 

事前確認 説明文書作成 

近隣住民 

施設の表示 

申請の 15 日前までに実施 

・通知文を配布し、事前説明会を２回以上開催 

・事前説明会欠席者には書面を用いて対面で説

明(対面不可の場合は配布) 

・書面をＡ２サイズで近隣住民から 

見やすい場所に掲示 

近隣住民からの意見・問合せに

対応後、申請を行う 

事前説明会の通知文と説明書面の添削を行

う。 

出張所を通して町会・自治会へ事前説明会

開催の案内や説明書面の情報提供を行う。 


